
令和 6 年 10 月 16 日 

MAMIS 利用規約と個人情報の取扱について（更新版）  

 

＜はじめに＞ 

MAMIS の利用規約を制定しました。また、会員の個人情報につきまして、共同利用（個

人情報保護法第 27 条第 5 項 3 号）という整理をしました。 

 

＜利用規約について＞ 

MAMIS の初回ログイン時に、システムの利用規約が表示され、利用に同意いただく流れ

をとります。 

利用規約には、目的や MAMIS の利用、個人データの共同利用、禁止事項などを明記し

ています。 

 

＜MAMIS における個人情報の共同利用について＞ 

前提として、MAMIS において、ある特定の医師の個人情報を取り扱うことができるのは、

その医師本人とその医師が所属する医師会となります。 

つまり、各医師会は、自医師会に所属していない会員の情報を取り扱うことはできません

（例：都道府県医師会まで入会の場合、日本医師会は閲覧不可。郡市区等医師会のみ入

会の場合、日本医師会および都道府県医師会は閲覧不可）。 

 

例外として、認定産業医制度、認定健康スポーツ医制度などの研修会に参加する医師

の情報については、研修関連情報の管理が必要となることから、単位の発行や資格の認

定を行う日本医師会および該当医師が参加する研修会を開催する各医師会は、自医師会

の会員/非会員に関わらず、取扱うことが可能です。 



そして、MAMIS の開発・運営等に関わる業務委託先とは、MAMIS の運営以外に個人情

報を利用しないことを盛り込んだ契約を締結しており、各医師会が保有する会員情報を

MAMIS に登録することは、個人情報の第三者提供にはあたらず、改めての本人同意は必

要ないと整理しています。 

 

その上で、日本医師会、都道府県医師会、郡市区等医師会、地区医師会の各階層で共

通して入会している会員の既に取得済みの個人情報を当該医師会間で共同して利用する

ことについては、第三者提供にはあたらず、改めての本人同意が必要ないことを弁護士（シ

ステム利用規約を専門とする弁護士、日本医師会の顧問弁護士）に確認いたしました。 

 

＜共同利用のために必要な対応について＞ 

個人情報の共同利用を行うためには、次の①～⑤の情報をあらかじめ本人に通知、もし

くは本人が容易に知りうる状態に置く必要があります。 

① 共同利用をする旨 

② 共同して利用される個人データの項目 

③ 共同して利用する者の範囲 

④ 利用する者の利用目的及び 

⑤ 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称 

 

本人が容易に知りうる状態とは、Web サイトへの掲載や医師会館に掲示いただくことで

要件を満たせることも確認しています。 

Web サイトへの掲載用、掲示板用の資料につきましては、準備でき次第、改めてご案内

いたします（日本医師会ホームページに掲載し、自医師会のサイトから日医の該当ページ

に遷移するバナーを設置いただけるよう準備中です）。  

以上 



 

＜担当事務局＞ 

日本医師会情報システム課会員情報室 

谷口・久保田・若井 

  jmamem@po.med.or.jp 

℡03-3946-2121 

mailto:jmamem@po.med.or.jp
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医師会会員情報システム(MAMIS（Ϝϝス）：Medical 
Association Member Information System）利用規約  

ver1.01 2024年 9月 27日 
本規約は、公益社団法人日本医師会（以下「本会」）と、本会がڛする医

師会会員情報システム(MAMIS（Ϝϝス）：Medical Association Member 
Information System）にؖするサーϑス（以下「本サーϑス」）を利用する本会
会員、都道府県医師会会員、郡市区医師会会員、৮Ү医師会会員（ָ医師会
会員を）、ஏ区医師会会員（なお、本会、都道府県医師会、郡市区医師会、
৮Ү医師会（ָ医師会を）、ஏ区医師会を૱সして、以下「各医師会」）、
各医師会のఈめる事務୴当ं、各医師会が運営するݜर会のࢂՅ ・ं運営ंด
びに日本医ָ会・医ָ会Ռ会ؖܐ （ं以下、本サーϑス利用ंを૱সして「利
用ं」）との間における本サーϑスの利用にؖする規約（以下「本規約」）をఈ
めるものͲす。 
 
第 1ড়（本規約のద） 
 本規約は、本サーϑスにおける個人情報のҕ・利用ద、個人データの取
扱い、本サーϑスを利用するためにචགྷな利用事ߴ、қ事ߴ等をఈめること
により、利用ंが本サーϑスをԃに利用することがͲきるよ͑ఈめるもの
Ͳす。 
第̐ড়（本サーϑスの利用に͍たͮての利用ंの） 
̏ɿ利用ंは、本規約のఈめٶび別本会がࣖࢨする利用方法にخͰくΆ͖、

利用ंがॶする各医師会等の会則、規則、ࡋ則、ͨのଠ規ఈΏࣖࢨに
ॊい、本サーϑスを利用することとします。 

̐ɿ利用ंは、本サーϑスによͮて取ಚした情報ٶび本サーϑスにϫήイϱ
するためにචགྷなΠΩΤϱト情報（以下「ΠΩΤϱト」）を、ࣙ らの
Ͳనに管理することとします。 

̑ɿ利用ंが、ॊۂ員ͨのଠ利用ंのために本サーϑスを利用するं（以下
「ึঁं」）にΠΩΤϱトの利用をڒଡ଼するときは、利用ंは、ึ ঁंが
本サーϑスによͮて取ಚͲきる情報ΏΠΩΤϱトをన͖つ҈સな方
法Ͳ管理すること、ٶびึঁंが第̔ড়Ͳࢯےするࢯے事ߴにఏৰする
るものとͣߪわないことにつき、నにಞするためのીをߨҟをߨ
します。ಝに、ึঁंがୂ৮等によりΠΩΤϱトを利用するਜ਼当なݸݘ
を有しなくなͮたときは、Ϗスϭーχの変更ͨのଠనなીをͣߪる
ものとします。 

̒ɿ利用ंは、本サーϑスが、本規約Ͳఈめる各医師会等のۂ務ͲのΊ利用
さΗるものͲ͍ることを理解し、本サーϑスにより取ಚͲきる一の情
報について、営ۂಊͨのଠ本規約Ͳఈめる以のదͲ利用したり、
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本サーϑスのシステム等（本サーϑスのϜωϣΠϩ資料等もΊます）
をਜ਼に複しないこと等を੦約します。 

̓ɿ利用ंは本サーϑスの利用をもͮて、本規約に同қをしたものとします。 
第̑ড়（利用ंの本サーϑスの利用） 
̏ɿ利用ंが、本サーϑスを利用するに際してචགྷなす΄てのحؽ、حؽの

६ඍにචགྷなघ続き、௪৶ඇをはͣめ本サーϑス利用のために͖͖るঀ
 。ඇは利用ंがෝ୴するものとしますܨ

̐ɿ各医師会等が、本サーϑスにより利用ंにଲし௪知をする合、利用ं
が本サーϑスౌの際にౌしたेॶへの༥送、ు൬号への࿊ཙ、ϟ
ーϩΠχϪスへの௪知は本サーϑスのժ上にනࣖする方法Ͳ͑ߨ
ものとし、利用ंは、͖ ͖る方法により各医師会等͖ら௪知を受けるこ
とを同қするものとします。 

第̒ড়（本サーϑスが扱͑内༲・個人情報等） 
̏ɿ本サーϑスが取り扱͑内༲は別න 1にى載する௪りとします。 
̐ɿ本サーϑスが取り扱͑個人情報は別න̐にى載する௪りとします。 
̑ɿ本会における当֚個人情報にخͰく個人データ（以下「個人データ」）の

管理、利用については、「日本医師会個人情報ฯޤ方ਓ」、「日本医師会個
人情報ฯޤ規ఖ」、「日本医師会個人情報取扱ࡋ則（会員情報࣪）」および
 。ものとします͑ߨͰきخ法令にܐؖ

第̓ড়（各医師会が扱͑個人データの共同利用・ۂ務җ等） 
̏ɿ別න̐に掲げる個人データについて、以下に掲げる利用దにおいて、
本会ٶび各医師会、各医師会が運営するݜर会の運営ंดびに日本医ָ
会・医ָ会Ռ会と共同利用を͑ߨこととします。 
̏）各医師会にͨΗͩΗॶする会員の入会・ҡಊ・ୂ会སྼの管理 
̐）会ඇफにؖするۂ務 
ಊにؖするお知らせ、各झΠϱίーの発送、会員への医師会ߨק（̑

トの送付 
̒）日本医師会ਫ਼֖گү度にؖするۂ務 
̓）日本医師会医師年ۜ度運営にؖするۂ務 
̔）日本医師会ఈۂࢊ医度および日本医師会ఈ݊߃スϛーς医度

にؖするۂ務 
̕日本医師会医師ഝঊฯݧ（ಝ約ฯݧを）の運営にؖするۂ務 
̖）本会ϙームϘーζϟϱώーθϩームのΠΩΤϱトࡠ 
̗）都道府県医師会、郡市区医師会、৮Ү医師会(ָ医師会を)、ஏ
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区医師会との事ۂ࿊ܠ 
10）個人をಝఈしないܙͲࡠする౹ܯ情報 
11）1)͖ら 10)のߨҟをదとした、発送ंۂ、システムң࣍管理を͑ߨ

 ҟߨするڛにଲして情報をंۂ
12）別න̏に掲げるサーϑス内༲を͑ߨのにචགྷなۂ務 
13）ͨのଠ、本会のఈに掲げる事ۂ 

̐ɿ利用ं͖ら取ಚした個人データの共同利用を͑ߨ内༲は、本サーϑスの
トρϕϘーζに掲げるܙͲ、利用ंにब知することとします。 

̑ɿ本会が、本サーϑスのۂ務җを͑ߨに͍たͮては、別න̏に掲げる内
༲ないし本ড়第 1 務җの内༲およۂ、こととし͑ߨに掲げるదͲߴ
び、ۂ務җをंۂ͑ߨについては、第 2 Ͳ利用ंにब知ܙと同༹のߴ
することとします。 

̒ɿ本会は、共同利用にؖする個人データの管理に、最終దなをෝ͑こ
ととします。 

̓ɿ各医師会は、本サーϑスのԃな利用のためにචགྷが͍るとめるとき
は、利用ंのためにචགྷなҕͲ、本サーϑスの当֚利用ंのΠΩΤϱト
を利用して本サーϑスにϫήイϱし、本サーϑス上のデータౌͨのଠ
චགྷなॴ理を͑ߨことがͲきるものとします。なお、当֚ॴ理により、各
医師会がͮߨたࡠの݃Վは、当֚利用ंにؾするものとします。 

第̔ড়（ࢯے事ߴ） 
 本サーϑスのご利用に際しては、以下にఈめるߨҟをࢯےします。 

1）法令、ࡍॶの݀、݀ఈ、もしくはໍ令、または法ద߈力の͍るߨ
ીにҩൕするߨҟ 

2）社会規・公ྒྷにൕするߨҟ、本会もしくは第ंࢀの໌༬ݘ、人֪
ߨ利を৷֒するݘ約上のܘのଠ法令上もしくはͨ、ݘϕϧイώシー、ݘ
ҟのΆ͖、ଠ人の໐となるߨҟ 

3）ଠの利用ंの࢘用するλϓトΤΥΠ、ύーχΤΥΠ等のؽをഃշする
Ά͖、֒するよ͑なϕϫήϧム等の入を͑ߨ、もしくはこΗらをࢾ
Ίるߨҟ 

4）本サーϑスに͖͖るシステムないしؖ࿊するϜωϣΠϩ等の複、改変、
ฦॄ、൨ා、ϨώースΦϱζωΠϨϱήを͑ߨこと 

5）本会のサーώまたはϋρトϭーέのؽをഃշし、֒するߨҟ 
6）第ंࢀに本サーϑスに͖͖るୁ༫、ৣో、୴ฯのઅఈをߨ͑ߨҟ 
7）本サーϑスが扱͑個人データについて、法ཱ、公ྒྷにҩൕし、ଠ人

のݘ利を৷֒するもしくは໐ߨҟとなるΆ͖、営ۂಊΏ利用ंಢࣙ
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のదによる利用、ͨのଠ社会௪೨上నないしਜ਼なघஊͲ利用す
るߨҟ 

8）本サーϑスを利用した第ंࢀにؖする情報をਜ਼にफॄ、டするߨҟ
ดびにこΗらの情報を開ࣖ、ڛ、利用するߨҟ 

9）利用ंとؖܐがないଠの利用ंのΠΩΤϱトを利用して本サーϑスを利
用するߨҟ 

10）本会ؖंܐ、利用ंにりࡃますߨҟٶびこΗらのりࡃましߨҟを利
用して、利益をಚまたはଝࣨをਫ਼ͣるߨҟおよびْڑの情報をླྀාさせ
るߨҟ 

11）利用ंの同қをಚることなく、ΠΩΤϱト、Ϗスϭーχを入घするߨҟ 
12）利用ंの同қをಚることなく、ΠΩΤϱト、Ϗスϭーχを利用、開ࣖ、

ڛするߨҟおよびこΗらのߨҟによͮて利用ंの情報をಚるߨҟ 
13）本サーϑスを利用して、ൕ社会ద力にં、間ંに利益をڛするߨ

ҟまたは協力するߨҟ 
 ҟߨқまたは॑գࣨによͮて事ࣰとҡなる情報をౌ、掲載するބ（14
15) 本サーϑスに͖͖るシステムないしؖ࿊するϜωϣΠϩ等にまΗる

知దݘࢊࡔを৷֒するߨҟ 
16) 本規約のΆ͖、各医師会の会則、規則、ࡋ則、ͨ のଠ規ఈにҩൕするߨ

ҟ 
17) ͨのଠ本会がనとஇするߨҟ 
18）1)͖ら 17)のいͥΗ͖に当てはまるߨҟをԋঁ、ঁ 長するߨҟもしくは

こΗらを६ඍするߨҟ 
第̕ড়（本サーϑスڛのஇ等） 
̏ɿ本サーϑスは以下にఈめるয়ڱにおいて、利用ंへの事の௪知なく、
本サーϑスのસ෨または一෨をஇすることがͲきることとします。 

1）システムのฯग఼ݗ 
2）当֚システムのώーζϥϱΠρϕがචགྷなとき 
3）ஏਔ、Ւߓ、ࡄਭなʹによるళ変ஏҡ、第ंࢀによる֒ߨҟ、法令上ච
གྷなી、またはこΗに६ͣるߨ͖らのໍ令およびࢨ、内ཛྷ、׳
およびこΗらに६ͣる事ସ、ͨのଠのՆ߇力によͮて௪の本サーϑ
スのۂ務を͑ߨことがஸしくࠖೋなয়ڱにؗͮたとき 

4）上ىにఈめるߨҟのଠ、利用ंの利ส向上のΆ͖、システム্֒がਫ਼ͣ
ることͲًきる利用ंのଝ֒のࢯといͮた、Ώをಚない事情による
システムのంࢯがචགྷなとき 
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 ̐ɿ本会は、本サーϑスのң࣍管理がͲきͥ、は本サーϑスの更新にգ度
なඇ用が͖͖る合等、本サーϑスの利用をࢯは終྅するචགྷが͍
るとஇした合は、本サーϑスをࢯは終྅することがͲきるもの
とします。 

第̖ড়（本サーϑスの利用ంࢯないし終྅） 
̏ɿ利用ंが、࣏の各号に֚当するときは、本会は、当֚利用ंにଲし、本サ
ーϑスのસ෨または一෨について、利用を一時దにంࢯまたは終྅するこ
とがͲきるものとします。 

1）利用ंが本サーϑスの利用資֪のとなる各医師会等をୂ会またはୂ
৮したとき、は当֚各医師会等͖らঈ໌ॴ等を受けたとき 

2) 利用ंがࢰしたとき 
3）利用ंが、本規約の第 2ড়または第̔ড়にҩൕするߨҟをしたとき 
4) ͨのଠ本会が、当֚利用ंについて利用ంࢯは終྅することが૮当と
இしたとき 

̐ɿ利用ंは、ߴの規ఈより、本サーϑスの利用のంࢯは終྅が͍ͮた
せͥ、ฯଚすることڊも、本サーϑスにおける当֚利用ंのデータをভޛ
に同қするものとし、また、本会がචགྷとめるときには当֚データをভ
 。することに同қするものとしますڊ

第̗ড়（໖事ߴ） 
本会は以下のߨҟについてਫ਼ͣたଝ֒について、をෝわないものとし

ます。 
1）本サーϑスを利用しないことによͮてਫ਼ͣたもの 
2）利用ंが本サーϑスを利用するに͍たͮて、利用ंによるనな本サ
ーϑスの利用（第̔ড়のߨࢯےҟ等に֚当するߨҟにݸらない）によͮて
ਫ਼ͣたもの 

3）第̕ড়にఈめるஇ等によͮてਫ਼ͣた事༟により発ਫ਼したもの 
4）本会のめにؾす΄き事༟によるଝ֒Ͳ૮当ҾՎؖܐをܿくもの 
5）第ंࢀが、本会のめにؾさない事༟Ͳ、利用ंの個人データを入घし

たことによͮてਫ਼ͣたもの 
6）利用ंおよびͨのึঁंによͮて申੧さΗた内༲にخͰき、本会がॴ理

をͮߨた事務およびͨのघ続きによͮてਫ਼ͣたもの 
7）ஏਔ、Ւߓ、ࡄਭなʹによるళ変ஏҡ、第ंࢀによる֒ߨҟ、法令上ච

གྷなી、またはこΗに६ͣるߨ͖らのໍ令およびࢨ、内ཛྷ、׳
およびこΗらに६ͣる事ସ、ͨのଠのՆ߇力によͮてਫ਼ͣたもの 

8) 利用ंがܘ約するుـ௪৶յતを利用した௪৶がਜ਼にߨわΗな͖ͮた
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ことによりਫ਼ͣたもの 
9）利用ंのαϱϒϣーターはλϓトΤΥΠが、本サーϑスにన合せͥ、

ਜ਼にՖಉしな͖ͮたことによりਫ਼ͣたもの 
10）本サーϑスが、利用ंのαϱϒϣーター͖らの問い合わせはॴ理གྷٽに

ଲし、一ఈ時間内にԢしな͖ͮたことによりਫ਼ͣたもの 
第 10ড়（本規約の改ఈ・ڧড়件） 
̏ɿ本会は以下の事ߴの際に、本規約を改ఈͲきるものとします。 

1）本規約の改ఈが、社会௪೨上利用ंの利益に合するとき 
2）本規約の改ఈ内༲が、規約のదにൕするものͲはなく、変更のච
གྷ、変更ޛの内༲の૮当、変更にܐる事情にলらして合理が͍
るとめるに૮当の理༟が͍るとき 

̐ɿ本規約を変更する旨ٶびͨの内༲、改ఈ内༲のް力発ਫ਼日について
は、本会ΤΥϔサイトͲනࣖする方法によͮて、利用ंにब知するも
のとします。 

̑ɿ本規約改ఈޛに、利用ंが本サーϑスを利用した合、利用ंは本規
約の改ఈ内༲に同қしたものとします。 

̒ɿ利用ंが本サーϑスを利用する際のڧড়件は、本会ΤΥϔサイトͲ
掲載することとします。 

第 11ড়（६ڎ法および管ࡍॶ） 
̏ɿ६ڎ法は日本法とします。 
̐ɿ本規約にخͰき、本会と利用ंとの間にจ૬がਫ਼ͣた合の管ࡍॶ

は、౨ښஏ方ࡍॶを第一৻のద合қࡍॶとします。 
第 12ড়（知దݘࢊࡔ） 

本サーϑスに͖͖る知దخࢊࡔ本法第 2ড়第 知）ݘࢊࡔにఈめる知దߴ2
దݘࢊࡔを受けるݘ利を。また、ஸݘࡠについては、ஸݘࡠ法第 27ড়
および第 28ড়にఈめるݘ利を。）は、本会にؾするものとします。 

第 13ড়（ܨգી） 
̏ɿ本サーϑス開࢟に͍たり、日本医師会ڈ会員情報システム(以下「ڈシ

ステム」)Ͳ࢘用さΗている日本医師会会員の個人データにؖする情報
について、本サーϑスにҢߨするܙͲデータを管理することとします。
本会は、当֚データのҢߨに際し、利用ंにڈシステムにฯ管さΗてい
るデータにخͰく࿊ཙに、データをҢߨする旨をब知することとしま
す。 

̐ɿڈシステムͲ࢘用さΗた個人データの共同利用、ۂ務җにଲする取り
扱いは、第 5ড়と同༹のܙͲ͑ߨこととします。 
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別න  ̏
̏）各医師会にͨΗͩΗॶする会員の入会・ҡಊ・ୂ会にؖするघ続き 
̐）日本医師会ਫ਼֖گү度にؖするݜर会のୱҒ、ৄ書の発ߨ 
̑）日本医師会ఈۂࢊ医度・ఈ݊߃スϛーς医度にؖするݜर会
の受ߪསྼ管理、ୱҒ、ఈ申੧にؖする管理およびఈৄの有ްݸغ
の֮、新規・更新申੧ 

̒）日本医師会医師年ۜの֮ 
̓）日本医師会医師ഝঊฯݧ（ಝ約ฯݧ）のՅ入য়ڱの֮ 
̔）日医͖͖りつけ医ؽݜर度にؖするݜर会の受ߪསྼ管理、ୱ
Ғ、ఈ申੧にؖする管理およびఈৄの有ްݸغの֮、新規・更新
申੧ 

̕）各医師会がक࠷するݜर会受ंߪの受ߪསྼ、ୱҒ、ఈ申੧にؖす
る管理 

̖）ͨのଠ、各医師会が利用ंとの間Ͳ各医師会の会則等にخͰく事務を
事ڛに当たり、චགྷとなるサーϑスの͑ߨ  ߴ

 
別න  ̐
ࢱ（̏  ໌
̐）ਫ਼年月日・別 
̑）࿊ཙٶびࣙのेॶ、ు൬号、ుࢢϟーϩΠχϪス 
̒）医ౌ൬号ٶび医ౌ日 
̓）各医師会にͨΗͩΗॶする会員の会員区、入会、ҡಊ、ୂ 会のয়ڱ 
̔）出ਐߏ 
̕）ॶࢬઅٶびॶࢬઅの開અकର、ࢬઅ、ۂ務 
̖）ਏྏՌ  ໌
̗）別න̏に掲げるサーϑス内༲にؖするデータ 
 



日本医師会と日本国内の各医師会における個人データの共同利用について

以下のとおり医師会員等の個人データを共同利用いたします。

（１）共同して利用する個人データの項目
①氏名、②生年月日・性別、③連絡先及び自宅の住所、電話番号、電子メールアドレス、④医籍登録番号及び医籍
登録日、⑤日本医師会、都道府県医師会、郡市区医師会、職域医師会（大学医師会を含む）、地区医師会（以上を総称
して、以下「各医師会」）にそれぞれ所属する会員の会員区分、入会・異動・退会の加入状況、⑥出身校、⑦所属
施設及び所属施設の開設主体、施設、業務、⑧診療科名、⑨各医師会の入会・異動・退会の加入状況に関する履歴、
⑩日本医師会生涯教育制度に関する研修会、日本医師会認定産業医制度・日本医師会認定健康スポーツ医制度に
関する研修会、日医かかりつけ医機能研修制度に関する研修会の受講者に関する情報、⑪各医師会が主催する研修会
の受講者に関する情報、⑫日医医師年金の情報、⑬日医医賠責特約保険を含む日本医師会医師賠償責任保険の加入
状況、⑭その他、各医師会が利用者との間で各々の医師会の会則等に基づく事務を行うに当たり、必要となる情報

（２）共同して利用する者の範囲
各医師会と、各医師会が運営する研修会の運営者並びに日本医学会及び医学会分科会

（３）共同して利用する利用目的
① 各医師会の入会・異動・退会履歴の管理
② 各医師会の会費徴収に関する業務
③ 各医師会刊行物の発送、活動に関するお知らせ、各種アンケートの送付
④ 日本医師会生涯教育制度に関する業務
⑤ 日本医師会医師年金制度運営に関する業務
⑥ 日本医師会認定産業医制度および日本医師会認定健康スポーツ医制度に関する業務
⑦ 日医かかりつけ医機能研修制度に関する業務
⑧ 日医医賠責特約保険を含む日本医師会医師賠償責任保険の運営に関する業務
⑨ 日本医師会ホームページメンバーズルームのアカウント作成
⑩ 都道府県医師会、郡市区医師会、職域医師会（大学医師会を含む）、地区医師会、日本医学会との事業連携
⑪ 個人を特定しない形で作成する統計情報
⑫ ①から⑪の行為を目的とした、発送業者、システム維持管理を行う業者に対して情報を提供する行為
⑬ 日本医師会が運営する医師会会員情報システム（MAMIS）のサービス内容を行うのに必要な業務
⑭ その他、各医師会の定款に掲げる事業

（４）共同して利用する個人情報の管理についての責任者
MAMISを通じて取得した個人データは日本医師会、それ以外は取得した医師会が管理責任者になります。

日本医師会の責任者  
公益社団法人日本医師会　情報システム課 会員情報室長
東京都文京区本駒込2-28-16

制定：2024年9月24日
最終改訂：2024年9月24日

関係各位

公益社団法人 日本医師会
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